
２５．４．３０
防 衛 省

民間競争入札実施事業
防衛省市ヶ谷地区、目黒地区、三宿地区及び十条地区における

施設管理業務の実施状況について
（平成２３年度及び２４年度）

Ⅰ 事業の概要
１．委託業務内容
防衛省市ヶ谷地区、目黒地区、三宿地区及び十条地区の施設管理業務

２．業務委託期間
市ヶ谷、三宿、十条地区 平成２３年 ４月１日～平成２６年３月３１日
目黒地区 平成２３年１０月１日～平成２６年３月３１日

３．受託事業者
ア 市ヶ谷地区
防衛省市ヶ谷地区施設管理業務共同体
〔構成員〕
アズビル株式会社※（代表企業）
財団法人防衛弘済会
株式会社ＮＴＴファシリティーズ
日本空調サービス株式会社
大星ビル管理株式会社
株式会社ライジングサンセキュリティーサービス
株式会社アール・エス・シー
日産緑化株式会社
※ 旧株式会社山武（平成２４年４月１日付で社名変更）

イ 目黒地区
防衛省目黒地区施設管理業務共同企業体
〔構成員〕
株式会社 ビケンテクノ（代表企業）
ジョンソンコントロールズ 株式会社
株式会社 セノン
財団法人 防衛技術協会

ウ 三宿地区
防衛省三宿地区施設管理業務共同企業体
〔構成員〕
日本空調サービス 株式会社（代表企業）
テスコ株式会社

エ 十条地区
防衛省十条地区施設管理業務共同企業体
〔構成員〕
株式会社 ビケンテクノ（代表企業）
ジョンソンコントロールズ 株式会社
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４．受託事業者決定の経緯
４地区毎に定められた民間競争入札実施要項に基づき、総合評価落札方式によ
る入札を実施した。各地区の詳細については以下のとおり。

ア 市ヶ谷地区
入札参加者（１者注））から提出された企画書について審査した結果、評価基
準を満たしていた。入札価格については、平成２３年２月１８日に開札した結
果、予定価格の範囲内であったことから、総合評価を行ったところ、上記受託
事業者が落札者となった。
注）２者から企画書の提出を受けたが、１者については一部参加条件を満たしていな

かったため不参加。

イ 目黒地区
平成２２年１１月１８日に入札公告を行い、その後の入札説明会に２１者、
現地説明会に１２者が参加し、平成２３年１月１１日までに２者が企画書の提
出を行い、平成２３年２月１０日に合計４回入札を実施したが、予定価格を上
回り不落となった。
この結果を受け、業務内容の変更を含め入札条件等を見直し、官民競争入札
等監理委員会の審議を経て再度実施要項を策定し、平成２３年６月２２日に入
札公告を行い、平成２３年８月２３日に入札を行ったところ、３者が予定価格
の範囲内であったことから、この３者について総合評価を行ったところ、上記
受託事業者が落札者となった。

ウ 三宿地区
入札説明会及び現場説明会に１５者が参加し、入札参加者（１者）から提出
された企画提案書について審査した結果、評価基準を満たしていた。入札価格
については、平成２３年１月２８日に開札した結果、予定価格の範囲内であっ
たことから、総合評価を行ったところ、上記受託事業者が落札者となった。

エ 十条地区
入札参加者（４者）から提出された企画書について審査した結果、いずれも
評価基準を満たしていた。入札価格については、平成２３年２月１日に開札し
た結果、３者が予定価格の範囲内であったことから、この３者について総合評
価を行ったところ、上記受託事業者が落札者となった。

Ⅱ 事業の実施状況
１．確保すべき質の達成状況
４地区における本件業務の実施に当たり、確保すべき質の達成状況は以下のと
おりであり、４地区全てにおいて確保すべき質が確保されている。
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２．対象公共サービスの実施に要した経費比較
ア 市ヶ谷地区
実施経費 【平成２３～２５年度】６，９５０，１６０千円（税込）
従来経費 【平成１９年度実績】 ２，１９４，４８６千円（税込）

【平成２０年度実績】 ２，４８７，６９６千円（税込）
【平成２１年度実績】 ２，２９９，６３０千円（税込）
【 ３年間実績合計 】 ６，９８１，８１２千円（税込）

増 減 額 －３１，６５２千円（税込）

イ 目黒地区
実施経費 【平成２３～２５年度】 ３７７，９３７千円（税込）※１

従来経費 【平成１９年度実績】 １３９，９６８千円（税込）
【平成２０年度実績】 １２７，２０５千円（税込）
【平成２１年度実績】 １２２，４３６千円（税込）
【 ３年間実績合計 】 ３８９，６０９千円（税込）

増 減 額 －１１，６７２千円（税込）
※１ 平成２３年度からの業務委託期間が２．５年であるため、実施経費は契約額

（３１４，９４８千円）を１．２倍している。

ウ 三宿地区
実施経費 【平成２３～２５年度】 ９７７，４９５千円（税込）※２

従来経費 【平成２１年度実績】 ３２５，６９５千円（税込）※３

【平成２１年度×３】 ９７７，０８５千円（税込）※４

増 減 額 ＋４１０千円（税込）
※２ 平成２３年度からの実施経費は、当初契約額（１，１３４，０００千円）か

評価事項 測定指標

評価

市ヶ谷地区 目黒地区 三宿地区 十条地区

２３年度 ２４年度 ２３年度 ２４年度 ２３年度 ２４年度 ２３年度 ２４年度

品質の

維持

【業務請負者の不備に起因した、防衛省の行う業務の

中断回数】０回
適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

【業務請負者の不備に起因した空調停止、停電、断水

の発生回数】０回
適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

【災害、事故等の緊急時において、被災状況の把握、

応急補修、二次災害防止対策を迅速に行うこと】
適

（具体例）

・台風時における庁舎の状況把握、積雪時における除雪等適切な対応を実施（市ヶ谷）

・台風時等、迅速な状況把握及び応急措置を実施（三宿）

【外来者や近隣住民への対応を適切に実施すること

で、クレーム等の無いように努め、公共施設としての

品位を保つこと】

適

（具体例）

・庁舎内の案内、拾得物の保管等適切な対応を実施（市ヶ谷）

・患者の嘔吐や苦情に速やかに対応し、衛生的な環境維持に努めている（三宿）

環境への

配慮

【環境配慮に関する各種法令を遵守するとともに、防

衛省の目標値である温室効果ガス総排出量が平成13年

度比で８％削減を達成できるよう努めること。なお、

この際勤務環境の低下を最小限に留めるよう、施設管

理担当者と調整を図りつつ実施する】

適

（約８．９％）

適

（約１７．５％）

適

（約２０．２％）

適

（約１５％）

安全性の

確保

【業務請負者の不備に起因する施設利用者、来訪者等

の人身事故（病院での治療を要するもの）及び物損事

故の回数】０回

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

【業務に従事する者の健康管理上の不備に起因する事

故の発生回数】０回
適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）

適

（０回）
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ら同年度から追加した業務（監視カメラ設備保守点検など）による増額分（１

５６，５０５千円）を差し引いたものである。

※３ 平成２０年度以前は新病院開設前のため、以下に参考記載

【平成１９年度実績】 ２６，８７９千円（税込）

【平成２０年度実績】１０４，３５５千円（税込）

※４ 新病院の平成２１年４月の開設に伴い、維持・管理する施設が増大し、項目

も増加したため、平成２１年度のみの実績を３倍している。

エ 十条地区※５

実施経費 【平成２３～２５年度】 ５３８，８８２千円（税込）
従来経費 【平成１９年度実績】 １８０，０９６千円（税込）

【平成２０年度実績】 １８０，８０６千円（税込）
【平成２１年度実績】 １７２，６１８千円（税込）
【 ３年間実績合計 】 ５３３，５２０千円（税込）

増 減 額 ＋５，３６２千円（税込）
※５ 記載されている経費は、平成２３年度から追加した役務（無停電電源設備の

備品交換など）による増額分の影響を排除したものである。具体的な差引額は

以下の通り。

平成２３～２５年度契約額５８１，１７５千円 差引額４２，２９３千円

平成１９年度実績 １８１，９６５千円 差引額 １，８６９千円

平成２０年度実績 １８４，２０６千円 差引額 ３，４００千円

平成２１年度実績 １７５，７０５千円 差引額 ３，０８７千円

３年間実績合計 ５４１，８７６千円 差引額 ８，３５６千円

３．民間事業者提案による改善実施事項
ア 市ヶ谷地区
○２４時間３６５日の「Never STOP Never DOWN」の共同体グループ理念
のもと、災害発生時においても、業務を継続できるよう防災マニュアルを作
成し、当該マニュアルに基づく対応を行うことで、被害状況の把握及びそれ
に対する対応を迅速かつ効率的に行うことを可能とした。
○災害発生時の業務の継続性強化のため、防衛省が実施する訓練に参加すると
ともに、エレベーター閉じ込め救出訓練、発電機の緊急起動等、緊急時対応
訓練を定期的に実施することで、危機管理体制を強化した。
○悪天候（台風、大雨、積雪）時において、排水、除雪等の緊急対応を行うこ
とで、事故の未然防止を図ることができ、サービスの質の向上につながった。
○これまで官側において設備の点検結果、不具合状況、対応状況等に関するデ
ータベースの作成・更新を行っていたものの、（例えば、休日等の対応に係
る）データ更新の即応性や民間事業者との情報共有の面で改善が必要であっ
たところ、統括管理責任者のところで一元的にデータベースを作成・更新す
ることによって、官民双方が各設備の現況を迅速かつ効率的に把握できるよ
うにした。

イ 目黒地区
○各種点検において、施設及び設備が良好な状態を維持管理するため、委託
業者が点検開始及び完了時に連絡をする体制を整え、不具合の有無など情
報を共有し、不具合の早期発見に努める体制を構築している。
○施設清掃において品質維持及び向上のため、クリーンスタッフが現地の品質
調査と清掃員へのヒヤリングを実施するとともに、清掃の状況・適正な清掃
資材や洗剤の使用状況及び器材の管理状況等を調査し、その結果を写真添付
のうえ委託業者へ指導することによってサービスの向上につながった。
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ウ 三宿地区
○空調機８台中４台に省エネ平ベルトを設置し、２４年度年間消費電力を約１
５，０８０ｋｗ削減（２３４千円相当）するとともにＣＯ２排出量を８．４
ｔ削減した。また、病院内蛍光灯の間引き、照明スケジュールや空調時間・
設定温度の見直し及びガスタービン発電機の運転時間変更により、省エネが
図られた（２３年度比 電気使用量：９９％、ガス使用量：８７％、※２月
段階での状況）。
更に、造園管理業務の中で、鯉のぼり、七夕、ハロウィン、クリスマスなど
四季を通じた院内装飾を施した空間演出により快適な環境を提供した。

エ 十条地区
○民間業者からの提案及び協力を受け、省エネに係る放送、ポスターの掲示を
実施して、隊員の省エネ意識の高揚を図った。

Ⅲ 事業の実施状況に係る評価
１．公共サービスの質に関する評価
全ての地区おいて、包括化により、これまで施設管理に係る各種役務（建築設
備点検保守、電気設備点検保守、清掃、警備など）を行う多数の業者と取り交わ
す契約事務が簡素化されたと共に、予算要求などの事務手続も軽減された。また、
サービスの質の面でも、確保すべき質全ての項目について達成できたことに加え、
一部の地区においては、環境への配慮や安全性の確保に資する改善提案を受け付
けることにより、業務改善を図ることができた。
市ヶ谷地区においては、統括管理責任者を置くことにより、これまで各役務の
責任者に対して個別に行っていた教育、指導等を統括管理責任者を通じて一括し
て行えることとなった。また、官側と共同体構成員において、毎月定例の調整会
議を行い、官側と受託事業者の認識の統一を図ることができた。
また、各種業務を一括して委託したことにより、共同体構成員（再委託先含む）
が連携・協力して対応することで、市ヶ谷地区の施設管理業務を従来よりも迅速
かつ効率的に行うことができるようになったことから、サービスの質が大きく向
上した。
目黒地区においては、業務が円滑に行われるように、月１回、会社担当者と目
黒地区内の業務担当者との間で調整会議を行っている。当該月の結果報告と翌月
の業務調整を実施することで、サービスの質を向上させることににつながってい
る。
三宿地区においては、統括管理責任者の設置により、自衛隊中央病院等の多種
多様な設備を一元管理し、適切な運転・監視を実施するとともに、官側と受託業
者との日々の業務調整により各種設備の保守等に係る業務の連携が図れ、多数の
専門業者が施設を管理することにより、事故発生時の対応力を向上させることが
できた。
十条地区においては、役務全体の進捗状況を把握するための工程表を作成する
ことに加え、毎月定例の調整会議を行い、官側と受託業者の認識の統一を図るこ
とができた。また、包括化以前は価格のみの競争により各種専門業者と個別に契
約していたことに比べ、包括化契約後は受託業者が過去の役務実績等を勘案して
信頼のある業者を選定するため質の向上につながった。

２．公共サービスに要する経費に関する評価
全ての地区において、今般の「民間競争入札」実施以前から、個別に一般競争
入札を実施していたこともあり、包括化による削減効果は限定的（一部増額）な
ものになってしまったといえる。
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また、目黒地区以外については、統括管理責任者（市ヶ谷地区は総括管理責任
者及び副統括管理責任者）を常駐かつ専任としたことに伴う人件費等が経費を圧
迫した要因となっているものと思われる。
市ヶ谷地区においては、２者から企画書の提案を受けたものの、１者について
は一部参加条件を満たしていなかったため、入札参加者が１者となった。しかし
ながら、全体的な経費は削減されており、経費に関する包括化の効果はあったと
いえる。
目黒地区においては、当初の不落要因である統括管理責任者 及び 副統括管理
責任者の常駐かつ専任の要件を削除したところ、入札参加業者が２者から３者に
増加し、入札の競争性を向上させることができたことは経費の削減につながった
可能性があるが、公共サービスの質を向上するためには、当初の要件にあるよう
に、統括管理責任者等の常駐・専任が必要であると考えられる。
三宿地区については、入札説明会及び現場説明会に１５者が参加したものの、
品質維持の観点から、「病院関連施設で複数年に亘り委託業務を請負った実績」
を求めたことなどにより、入札参加業者が１者のみになってしまった。このこと
が入札の競争性低下につながり、病院、研究所、教育機関のように施設の用途が
多岐にわたったため、一部の業務で下請け委託が生じたことによる経費増もあい
まって、全体的な経費が増加したものと考えられる。
十条地区については、予定価格の範囲内の業者が３者あったことから入札の競
争性は確保できたものと考えられる。それにもかかわらず、全体的な経費が増大
してしまったのは、前述の統括管理責任者の常駐・専任に加え、包括化に伴い、
一部の業務で下請け委託が生じたことによる経費増によるものではないかと考え
られる。

３．事業の継続と必要な検討事項について
「民間競争入札」による施設管理業務の包括化を行ったところ、当省職員の事
務手続きを大幅に削減できた。また、統括管理責任者の常駐・専任などにより公
共サービスの質は向上したものの、経費については増加してしまった地区がある
ことを踏まえ、次期事業に際しては、経費削減のための対策が必要になると考え
られる。具体的には、次回の施設管理業務実施要項の作成に当たり、
・入札参加者を増やすため入札・契約手続きに要する期間を十分確保
・（業務の引継ぎ・教育経費削減が期待される）契約期間の延長
・（地区ごとの事情を勘案した上で、）個別業務の業務責任者が統括管理責任
者を兼務することを認める
・包括化する施設管理業務範囲のさらなる精査
・（複数地区をまとめるなど）さらなる包括化
などを検証し、その結果に応じ必要があれば一部修正を行った上で、「新プロセ
ス運用に関する指針」に基づく新プロセスに移行し、事業を継続することとした
い。また、新プロセス移行後は、当省において外部の有識者等に実施状況の評価
を受ける仕組みが必要となるため、既存の仕組みの活用を検討した上で、必要が
あればしかるべき評価委員会を設置することとしたい。


